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告
　
示

◯
平
成
十
七
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
（
五
〇
七
・
健
康
対
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な
る
旨
の
届
出
（
五
〇
八

・
水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
五
〇
九
、
五
一
〇
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
五
一
一
、
五
一
二
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
河
川
法
に
よ
る
堤
防
と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
（
五
一
三
・
河
川
砂
防
課
）
…
４

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
五
百
七
号

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
平
成
十
七
年
度
調
理
師
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
秋

田
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

平
成
十
七
年
八
月
二
十
四
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

（二）

場
所

（１）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
正
庁

（２）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
議
会
棟
大
会
議
室

（３）

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
大
会
議
室

（４）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
二
番
三
号
　
秋
田
県
市
町
村
会
館
大
会
議
室

二
　
試
験
科
目

食
文
化
概
論
、
衛
生
法
規
、
公
衆
衛
生
学
、
栄
養
学
、
食
品
学
、
食
品
衛
生
学
及
び
調
理
理
論

三
　
受
験
資
格

平
成
十
七
年
度
調
理
師
試
験
実
施
要
領
に
お
い
て
定
め
る
。

四
　
受
験
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書
　
二
通

（二）

添
付
書
類

（１）

調
理
業
務
従
事
証
明
書
　
二
通

（２）

卒
業
（
修
了
）
証
明
書
又
は
卒
業
証
書
の
写
し
　
二
通

卒
業
（
修
了
）
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
姓
と
現
在
の
姓
が
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄

本
を
二
通
添
付
す
る
こ
と
。

（３）

写
真

受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
脱
帽
で
、
上
半
身
を
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
　
一
枚

（４）

封
筒
　
二
通
（
受
験
票
及
び
試
験
結
果
を
封
書
で
送
付
す
る
た
め
）

封
筒
は
、
他
の
受
験
書
類
と
共
に
配
布
す
る
。
封
筒
に
は
、
郵
便
番
号
、
住
所
及
び
氏
名

を
明
記
す
る
こ
と
。
住
所
が
勤
務
先
の
場
合
は
、
勤
務
先
の
名
称
も
付
記
す
る
こ
と
。

五
　
　
受
験
願
書
用
紙
の
配
布

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
六
月
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
年
七
月
八

日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
、
秋
田
市
保
健
所

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
（
木
）
か
ら
同
年
七
月
八

日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
。
秋
田
市
の
居
住
者
は
秋
田
市

保
健
所
。
ま
た
、
秋
田
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
秋
田
県
内
の
地
域
振
興
局

福
祉
環
境
部
（
保
健
所
。
秋
田
市
保
健
所
は
除
く
。
）
と
す
る
。
な
お
、
原
則
と
し
て
郵
送
に

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ
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秋
田
県
告
示
第
五
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

よ
る
提
出
は
認
め
な
い
。

七
　
受
験
手
数
料

（一）

額六
千
百
円

（二）

納
入
方
法

受
験
願
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
七
年
九
月
七
日
（
水
）
午
前
九
時
に
秋
田
県
庁
前
公
告
板
、
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境

部
（
保
健
所
）
及
び
秋
田
市
保
健
所
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、

受
験
者
全
員
に
試
験
結
果
通
知
書
を
送
付
す
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
健
康
秋
田
情
報
ネ
ッ

ト
」

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ：

／
／
ｗ
ｗ
ｗ．

ｐ
ｒ
ｅ
ｆ．

ａ
ｋ
ｉ
ｔ
ａ．

ｊ
ｐ
／
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
ｉ
／
ｉ
ｎ
ｄ

ｅ
ｘ．

ｈ
ｔ
ｍ
ｌ
で
も
合
格
者
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

九
　
開
示
請
求
の
受
付

（一）

開
示
内
容

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

（二）

期
間
及
び
時
間

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
九
月
七
日
（
水
）
か
ら
同
年
十
月
六
日

（
木
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（三）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
健
康
福
祉
部
健
康
対
策
課

十
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
健
康
福
祉
部
健
康
対
策
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
四
二
三
）
、
最
寄
り
の
地
域

振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
及
び
秋
田
市
保
健
所

秋
田
県
告
示
第
五
百
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

同
意
に
係
る
発
起
人
と
な
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
示
し
、
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
下
浜
桂
根
字
境
川
百
七
十
三
番
地

斎
　
藤
　
八
　
郎

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第

一

項

の

申

出

を

す

る

漁

業

協

同

組

合

の

名

称

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

縦
　
　
覧
　
　
期
　
　
間

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同

年
六
月
七
日
ま
で

縦
　
　
覧
　
　
場
　
　
所

秋
田
市
土
崎
港
西
一
丁
目
五
番
十
一
号

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

加

入

区

秋
田
市
南

届
　
　
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

路
　
　
線
　
　
名

旧
新
別

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ａ
ｋ
ｉ
ｔ
ａ
．
ｊ
ｐ
／
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
ｉ
／
ｉ
ｎ
ｄ

ｅ
ｘ
．
ｈ
ｔ
ｍ
ｌ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
号

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

比
内
田
代
線

比
内
田
代
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
三
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
七
六
九

一
・
七
六
九

一
・
七
四
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
館
市
赤
石
字
大
道
添
二
二
番
三
か
ら
板
沢
字
愛
宕
下
一
四
九
番
二
ま
で

大
館
市
赤
石
字
大
道
添
二
二
番
三
か
ら
板
沢
字
愛
宕
下
一
四
九
番
二
ま
で

大
館
市
赤
石
字
大
道
添
二
二
番
一
地
先
か
ら
板
沢
字
愛
宕
下
一
四
九
番
二

ま
で

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
八
号

百
八
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
五
〇
〜
二
四
・
〇
〇

六
・
五
〇
〜
二
四
・
〇
〇

八
・
五
〇
〜
五
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
四
九
六

〇
・
四
九
六

〇
・
四
六
六

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
下
ノ
野
三
三
番
一
四
地
先
か
ら
字
小
杉
沢
一
番
一
地
先
ま
で

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
下
ノ
野
三
三
番
一
四
地
先
か
ら
字
小
杉
沢
一
番
一
地
先

ま
で

〃

ＡＢ

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
八
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
下
ノ
野
四
六
番
三
か
ら
字
小
杉

沢
三
番
一
一
地
先
ま
で
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
三
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道

路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

関
係
図
書
は
、
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
河
川
の
名
称
　
一
級
河
川
　
西
馬
音
内
川

二
　
河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類
　
右
岸
堤
防

三
　
河
川
管
理
施
設
の
位
置

雄
勝
郡
羽
後
町
飯
沢
字
上
野
二
十
三
番
三
地
先
か
ら
四
十
一
番
四
地
先
ま
で

四
　
管
理
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
道
路
管
理
者
　
羽
後
町
長

（二）

住
所
　
雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬
音
内
字
中
野
百
七
十
七
番

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
羽
後
町
長
　
大
　
江
　
尚
　
征

五
　
管
理
の
内
容

（一）

道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。
）
、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他

の
専
ら
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
新
設
（
道
路
の

附
属
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

（二）

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に

つ
い
て
の
維
持

（三）

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六
　
管
理
の
期
間
　
平
成
十
七
年
五
月
十
七
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
二
十
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
秋
田
ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ
フ
セ
ン
タ
ー

三
　
代
表
者
の
氏
名

牧
　
野
　
　
　
實

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
秋
田
市
外
旭
川
字
八
幡
田
三
百
七
番
十
二
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
介
護
に
不
安
を
も
つ
高
齢
者
に
対
し
て
、
不
安
要
因
解
消
の
た
め
の
事
業
を
行

い
、
高
齢
者
が
介
護
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
、
客
観
的
な
情
報
に
基
づ
い
た
質
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
事
業
を
行
っ
て
、
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
鹿

郡
十
文
字
町
植
田
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
五
月
十
三

４

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

秋
田
八
郎
潟
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

秋
田
市
添
川
字
境
内
川
原
二
一
三
番
三
か
ら
二
一

七
番
五
ま
で

公
　
　
　
　
　
　
告
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日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
湯

沢
市
中
央
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
相
川
字
田
畑
二
百
四
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
田
　
榮
　
一

〃
　
　
森
字
嶽
ノ
下
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
　
　
勉

〃
　
　
〃
　
　
　
　
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
部
　
光
　
一

〃
　
　
高
松
字
戸
平
百
六
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
功

〃
　
　
前
森
四
丁
目
二
番
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
　
登
　
公
　
平

〃
　
　
下
関
字
山
根
百
六
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
喜
　
晃

〃
　
　
字
大
島
町
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
　
童
　
長
　
一

〃
　
　
八
幡
字
伊
勢
堂
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
　
利
　
　
　
傳

〃
　
　
金
谷
字
樋
口
二
百
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
利
　
見

〃
　
　
倉
内
字
根
開
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
原
　
勝
　
美

〃
　
　
関
口
字
関
口
百
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
松
　
儀
兵
衛

〃
　
　
相
川
字
川
口
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
誠
　
一

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
相
川
字
田
畑
二
百
四
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
田
　
榮
　
一

〃
　
　
金
谷
字
樋
口
二
百
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
利
　
見

〃
　
　
八
幡
字
伊
勢
堂
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
　
利
　
　
　
傳

〃
　
　
森
字
嶽
ノ
下
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
部
　
光
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
　
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
　
　
勉

〃
　
　
高
松
字
戸
平
百
六
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
　
功

〃
　
　
倉
内
字
根
開
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
原
　
勝
　
美

〃
　
　
字
大
島
町
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
　
童
　
長
　
一

〃
　
　
関
口
字
関
口
百
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
松
　
儀
兵
衛

〃
　
　
前
森
四
丁
目
二
番
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
　
登
　
公
　
平

〃
　
　
相
川
字
川
口
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
誠
　
一

湯
沢
市
上
関
字
浦
町
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
信
　
治

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
森
字
嶽
ノ
下
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
部
　
太
郎
兵
衛

〃
　
　
高
松
字
上
地
下
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
場
　
直
　
茂

〃
　
　
杉
沢
字
野
々
沢
百
二
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
田
　
健
　
蔵

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
杉
沢
字
野
々
沢
百
二
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
田
　
健
　
蔵

〃
　
　
高
松
字
上
地
下
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
場
　
直
　
茂

〃
　
　
森
字
嶽
ノ
下
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
部
　
太
郎
兵
衛

５
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